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第１０９期 中間決算公告 

平成23年12月26日 

山梨県甲府市丸の内１丁目20番８号 
 
                                 株式会社 
 
                                    代表取締役頭取 進藤 中 

 

中間貸借対照表 (平成23年９月30日現在) 
(単位：百万円) 

科     目 金   額 科     目 金   額 

( 資 産 の 部 )  ( 負 債 の 部 ) 

現 金 預 け 金 ７８,２１７ 預 金 ２,３９１,５６６ 

コ ー ル ロ ー ン １８,２１７ 譲 渡 性 預 金 ２０５,８６１ 

買 入 金 銭 債 権 ９,８５４ コ ー ル マ ネ ー ８５０ 

商 品 有 価 証 券 ２２ 借 用 金 ９,０１０ 

有 価 証 券 １,２２８,４６８ 外 国 為 替 １０６ 

貸 出 金 １,４４９,６３０ そ の 他 負 債 ２６,２３９ 

外 国 為 替 ７５０ 未 払 法 人 税 等 １,９４０ 

そ の 他 資 産 ６,６０８ リ ー ス 債 務 ２,０４０ 

有 形 固 定 資 産 ２５,２３４ そ の 他 の 負 債 ２２,２５８ 

無 形 固 定 資 産 ７,３５４ 役 員 賞 与 引 当 金 １９ 

支 払 承 諾 見 返 ６,６８３ 退 職 給 付 引 当 金 ７,５１３ 

貸 倒 引 当 金 △ １７,５３２ 睡眠預金払戻損失引当金 ３５８ 

  偶 発 損 失 引 当 金 ２２２ 

  繰 延 税 金 負 債 ２,２２７ 

  支 払 承 諾 ６,６８３ 

  負 債 の 部 合 計 ２,６５０,６５９ 

  (純資産の部) 

  資 本 金 １５,４００ 

  資 本 剰 余 金 ８,２８７ 

  資 本 準 備 金 ８,２８７ 

  利 益 剰 余 金 １２５,００４ 

  利 益 準 備 金 ９,４０５ 

  その他利益剰余金 １１５,５９９ 

  固定資産圧縮積立金 １０１ 

  別 途 積 立 金 １０８,８０１ 

  繰越利益剰余金 ６,６９６ 

  自 己 株 式 △ １,８３７ 

  株 主 資 本 合 計 １４６,８５４ 

  その他有価証券評価差額金 １５,９６３ 

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 ０ 

  評価・換算差額等合計 １５,９６３ 

 新 株 予 約 権 ３２ 

 純 資 産 の 部 合 計 １６２,８５０ 

資 産 の 部 合 計 ２,８１３,５０９ 負債及び純資産の部合計 ２,８１３,５０９ 
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中間損益計算書( 平成23年４月１日から
平成23年９月30日まで )

(単位：百万円) 
 

科      目 金         額 

経 常 収 益   ２４,４３６  

資 金 運 用 収 益  １８,５５６   

( う ち 貸 出 金 利 息 ) （ １２,１５２ ）  

(うち有価証券利息配当金) （ ６,３０７ ）  

役 務 取 引 等 収 益  ３,２８７   

そ の 他 業 務 収 益  ４１７   

そ の 他 経 常 収 益  ２,１７４   

経 常 費 用   １８,８８５  

資 金 調 達 費 用  ９１０   

( う ち 預 金 利 息 ) （ ７４５ ）  

役 務 取 引 等 費 用  １,１１４   

そ の 他 業 務 費 用  －   

営 業 経 費  １５,４９６   

そ の 他 経 常 費 用  １,３６３   

経 常 利 益   ５,５５１  

特 別 利 益   ０  

固 定 資 産 処 分 益  ０   

特 別 損 失   ２  

減 損 損 失  ２   

税 引 前 中 間 純 利 益   ５,５４９  

法人税、住民税及び事業税  １,８８５   

法 人 税 等 調 整 額  ４６７   

法 人 税 等 合 計   ２,３５２  

中 間 純 利 益   ３,１９７  
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記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

重要な会計方針 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会

社・子法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については中間決算日の市場

価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。ただし、その他

有価証券のうち時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原

価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、主として定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物附属設

備を除く｡）については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上してお

ります。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

 建 物        ３年～50年 

 その他の有形固定資産 ２年～20年 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内

における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリー

ス資産は、リース期間を耐用年数とした定額法によっております。 

なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、

それ以外のものは零としております。 

５．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る債権及びそれ

と同等の状況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見

込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。 

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者

（破綻懸念先）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可

能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上し

ております。 

貸出条件緩和債権（注記事項（中間貸借対照表関係）４．参照）等を有する債務者及びその関連

先に係る債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見

積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額

と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により引き当て
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ております。 

上記以外の債権（正常先債権及び要注意先債権のうちキャッシュ・フロー見積法を適用した債権

を除いた債権）については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき

計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署か

ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行って

おります。 

(2) 役員賞与引当金 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、

当中間会計期間に帰属する額を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しており

ます。 

また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は、以下のとおりであります。 

過去勤務債務：  その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定

額法により損益処理 

数理計算上の差異：各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額

法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理 

(4) 睡眠預金払戻損失引当金 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備える

ため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。 

(5) 偶発損失引当金 

偶発損失引当金は、偶発的に発生する損失に備えるため、将来発生する損失を見積り、必要と認

める額を計上しております。 

６．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

７．リース取引の処理方法 

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年４月１日前に開始す

る事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

８．ヘッジ会計の方法 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における

外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員

会報告第25号）に規定する繰延ヘッジによっております。 

繰延ヘッジの採用にあたっては、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為

替スワップ取引等をヘッジ手段として指定し、当該ヘッジ手段の残存期間を通じて、ヘッジ対象であ

る外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認しており

ます。 

９．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。 

ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。 
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追加情報 

当中間会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用し

ております。 

なお、「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号）に基づ

き、当中間会計期間の「貸倒引当金戻入益」及び「償却債権取立益」は「その他経常収益」に計上して

おります。 

 

 

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

１．関係会社の株式及び出資総額 3,159百万円 

２．貸出金のうち、破綻先債権額は3,983百万円、延滞債権額は47,405百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由によ

り元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒

償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という｡）のうち、法人税法施行令（昭和

40年政令第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が

生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は32百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延して

いる貸出金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は2,815百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、

利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、

破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は54,237百万

円であります。 

なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本

公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき金融取引として処理しております。これによ

り受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有し

ておりますが、その額面金額は6,473百万円であります。 

７．ローン・パーティシペーションで、平成７年６月１日付日本公認会計士協会会計制度委員会報告第

３号に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、中間貸借対照表

計上額は2,000百万円であります。 



-6- 

８．担保に供している資産は、次のとおりであります。 

担保に供している資産 

 有価証券        164,047百万円 

担保資産に対応する債務 

 預金           6,001百万円 

 借用金           9,010百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保等として、有価証券66,857百万円を差し入れております。 

また、その他資産のうち保証金は274百万円であります。 

９．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受け

た場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを

約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は319,185百万円であります。このうち

原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが304,126百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのも

のが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の

多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを

受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、

契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定め

ている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を

講じております。 

10．有形固定資産の減価償却累計額  32,569百万円 

11．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対す

る保証債務の額は2,467百万円であります。 

12．銀行法施行規則第19条の２第１項第３号ロ(10)に規定する単体自己資本比率(国内基準) 16.19％ 

 

 

(中間損益計算書関係) 

１．「その他経常収益」には、貸倒引当金戻入益1,759百万円を含んでおります。 

２．「その他経常費用」には、株式等償却855百万円及び株式等売却損326百万円を含んでおります。 

 

 

（有価証券関係） 

 中間貸借対照表の「有価証券」について記載しております。 

１．満期保有目的の債券（平成23年９月30日現在） 

 種類 
中間貸借対照表
計上額(百万円)

時価 
(百万円) 

差額 
（百万円） 

時 価 が 中 間 貸 借 対 照 表
計上額を超えるもの 社 債 1,521 1,534 13

時 価 が 中 間 貸 借 対 照 表
計上額を超えないもの 社 債 946 931 △ 14

合 計 2,467 2,465 △ 1
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２．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（平成23年９月30日現在） 

当行が保有する子会社・子法人等株式及び関連法人等株式は、市場価格がなく、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められる非上場の子会社株式のみであり、その中間貸借対照表計上額は3,052百

万円であります。 

３．その他有価証券（平成23年９月30日現在） 

 種類 
中間貸借対照表

計上額 
(百万円) 

取得原価 
(百万円) 

差額 
（百万円） 

株 式 23,207 15,492 7,714

債 券 1,133,314 1,109,227 24,087

 国 債 689,375 679,445 9,930

 地方債 184,735 177,791 6,943

 社 債 259,203 251,989 7,213

その他 7,313 5,818 1,494

中間貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの 

小 計 1,163,835 1,130,538 33,296

株 式 23,244 26,950 △ 3,706

債 券 19,429 19,491 △ 61

 国 債 14,972 15,002 △ 29

 地方債 1,768 1,772 △ 4

 社 債 2,687 2,715 △ 28

その他 16,051 19,044 △ 2,993

中間貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の 

小 計 58,725 65,486 △ 6,761

合 計 1,222,560 1,196,025 26,535

    (注) 上記には、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式（中間貸借対照表計上

額及び取得原価388百万円）を含めておりません。 

４．減損処理を行った有価証券 

有価証券（売買目的有価証券を除く。）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価

に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについ

ては、当該時価をもって中間貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当中間期の損失として処

理（以下「減損処理」という。）しております。 

当中間期における減損処理額は、854百万円（全額が株式）であります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断し、減損処理する基準は以下のとおりであります。 

(1) 中間決算日における当該有価証券の時価の取得原価に対する下落率が50％以上の銘柄について

は一律減損処理。 

(2) 下落率が30％以上50％未満の銘柄については、過去１年間の時価水準を勘案したうえで、回復

の可能性がない銘柄について減損処理。 

(3) 下落率が30％未満の銘柄については、発行者の財政状態等を勘案し、必要と認める場合に減損

処理。 

 

 

（金銭の信託関係） 

  該当ありません。 
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（税効果会計関係） 

 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  

 貸倒引当金 5,627百万円

 有価証券償却 5,312 

 退職給付引当金 4,580 

 減価償却費 2,318 

 その他 2,206 

繰延税金資産小計 20,046 

評価性引当額 △ 10,133 

繰延税金資産合計 9,912 

繰延税金負債  

 その他有価証券評価差額金 △ 10,571 

 その他 △ 1,568 

繰延税金負債合計 △ 12,139 

繰延税金負債の純額 △ 2,227 
 
 

 

（１株当たり情報） 

１．１株当たりの純資産額           901円82銭 

２．１株当たり中間純利益金額         17円70銭 

３．潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額  17円69銭 
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第１０９期 中間決算公告 

平成23年12月26日 

山梨県甲府市丸の内１丁目20番８号 
 
                                 株式会社  
                                    代表取締役頭取 進藤 中 

 

中間連結貸借対照表 ( 平成23年９月30日現在 ) 
(単位：百万円)  

科     目 金   額 科     目 金   額 

( 資 産 の 部 )  ( 負 債 の 部 ) 

現 金 預 け 金 ７８,２２１ 預 金 ２,３９１,０６９ 

コールローン及び買入手形 １８,２１７ 譲 渡 性 預 金 １９９,１６１ 

買 入 金 銭 債 権 １１,８６７ コールマネー及び売渡手形 ８５０ 

商 品 有 価 証 券 ２２ 借 用 金 ９,９６０ 

有 価 証 券 １,２２５,５５４ 外 国 為 替 １０６ 

貸 出 金 １,４４０,４１４ そ の 他 負 債 ２６,２１６ 

外 国 為 替 ７５０ 役 員 賞 与 引 当 金 １９ 

そ の 他 資 産 １６,７９５ 退 職 給 付 引 当 金 ７,５１３ 

有 形 固 定 資 産 ２５,４４０ 役員退職慰労引当金 ７ 

無 形 固 定 資 産 ７,４６２ 睡眠預金払戻損失引当金 ３５８ 

繰 延 税 金 資 産 ５３９ 偶 発 損 失 引 当 金 ２２２ 

支 払 承 諾 見 返 ６,６８３ 繰 延 税 金 負 債 ２,２３０ 

貸 倒 引 当 金 △ ２２,９１７ 支 払 承 諾 ６,６８３ 

  負 債 の 部 合 計 ２,６４４,３９９ 

  (純資産の部) 

  資 本 金 １５,４００ 

  資 本 剰 余 金 ８,２８７ 

  利 益 剰 余 金 １２５,８０４ 

  自 己 株 式 △ １,８３７ 

  株 主 資 本 合 計 １４７,６５４ 

  その他有価証券評価差額金 １５,９７７ 

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 ０ 

  その他の包括利益累計額合計 １５,９７７ 

  新 株 予 約 権 ３２ 

 少 数 株 主 持 分 ９８６ 

  純 資 産 の 部 合 計 １６４,６５０ 

資 産 の 部 合 計 ２,８０９,０５０ 負債及び純資産の部合計 ２,８０９,０５０ 
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中間連結損益計算書( 平成23年４月１日から 
平成23年９月30日まで ) 

 

(単位：百万円) 
 

科      目 金         額 

経 常 収 益   ２７,３２８  

資 金 運 用 収 益  １８,５０４   

( う ち 貸 出 金 利 息 ) （ １２,０９９ ）  

(うち有価証券利息配当金) （ ６,３０８ ）  

役 務 取 引 等 収 益  ３,６９４   

そ の 他 業 務 収 益  ２,９０２   

そ の 他 経 常 収 益  ２,２２７   

経 常 費 用   ２１,２１７  

資 金 調 達 費 用  ８６３   

( う ち 預 金 利 息 ) （ ７４５ ）  

役 務 取 引 等 費 用  ９０８   

そ の 他 業 務 費 用  ２,１８１   

営 業 経 費  １５,８７９   

そ の 他 経 常 費 用  １,３８４   

経 常 利 益   ６,１１０  

特 別 利 益   ０  

固 定 資 産 処 分 益 ０   

特 別 損 失   ２  

減 損 損 失 ２   

税金等調整前中間純利益   ６,１０９  

法人税、住民税及び事業税  ２,０１５   

法 人 税 等 調 整 額  ５２６   

法 人 税 等 合 計   ２,５４２  

少数株主損益調整前中間純利益   ３,５６６  

少 数 株 主 利 益   １０９  

中 間 純 利 益   ３,４５７  
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中間連結財務諸表の作成方針 

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結される子会社及び子法人等  ４社 

山梨中央保証株式会社、山梨中銀リース株式会社、山梨中銀ディーシーカード株式会社、 

山梨中銀経営コンサルティング株式会社 

(2) 非連結の子会社及び子法人等 １社 

やまなしベンチャー育成投資事業有限責任組合 

非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、中間純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及

び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除

外しております。 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません。 

(2) 持分法適用の関連法人等 

該当ありません。 

(3) 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 １社 

やまなしベンチャー育成投資事業有限責任組合 

持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、中間純損益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な

影響を与えないため、持分法の対象から除いております。 

(4) 持分法非適用の関連法人等 

該当ありません。 

３．連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の中間決算日は中間連結決算日と一致しております。 

４．開示対象特別目的会社に関する事項 

該当ありません。 
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記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

会計処理基準に関する事項 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その

他有価証券については中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算

定）により行っております。ただし、その他有価証券のうち時価を把握することが極めて困難と認め

られるものについては移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．減価償却の方法 

(1)有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、主として定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物附属設

備を除く。）については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上してお

ります。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物           ３年～50年 

その他の有形固定資産  ２年～20年 

また、有形固定資産に計上した連結される子会社及び子法人等所有のリース投資資産については、

リース期間を償却年数とし、リース期間満了時の見積処分価額を残存価額とする定額法により償却

しております。 

(2)無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法を採用しております。 

また、無形固定資産に計上した連結される子会社及び子法人等所有のリース投資資産については、

リース期間を償却年数とし、リース期間満了時の見積処分価額を残存価額とする定額法により償却

しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行並びに連結される子会社及び子

法人等で定める利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しております。 

(3)リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリー

ス資産は、リース期間を耐用年数とした定額法によっております。 

なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、

それ以外のものは零としております。 

５．貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る債権及びそれと

同等の状況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額

及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。 

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者

（破綻懸念先）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能

見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上してお

ります。 

貸出条件緩和債権（注記事項（中間連結貸借対照表関係）４．参照）等を有する債務者及びその関
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連先に係る債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見

積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額と

債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により引き当ててお

ります。 

上記以外の債権（正常先債権及び要注意先債権のうちキャッシュ・フロー見積法を適用した債権を

除いた債権）については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上

しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から

独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っており

ます。 

連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金も、主として当行と同一の方法により計上しておりま

す。 

６．役員賞与引当金の計上基準 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、

当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。 

７．退職給付引当金の計上基準 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上して

おります。 

また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は、以下のとおりであります。 

過去勤務債務  ：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法

により損益処理 

数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)

による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益

処理 

８．役員退職慰労引当金の計上基準 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰労金内規に基づく

中間連結会計期間末現在の要支給額を計上しております。 

９．睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるた

め、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。 

10．偶発損失引当金の計上基準 

偶発損失引当金は、偶発的に発生する損失に備えるため、将来発生する損失を見積り、必要と認め

る額を計上しております。 

11．外貨建資産・負債の換算基準 

外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

12．リース取引の収益・費用の計上基準 

（貸手側） 

ファイナンス・リース取引に係る収益・費用の計上基準は、リース料受取時に売上高と売上原価

を計上する方法によっております。 

13．重要なヘッジ会計の方法 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における

外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員

会報告第25号)に規定する繰延ヘッジによっております。 
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繰延ヘッジの採用にあたっては、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為

替スワップ取引等をヘッジ手段として指定し、当該ヘッジ手段の残存期間を通じて、ヘッジ対象であ

る外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認しており

ます。 

14．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。

ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間連結会計期間の費用に計上しております。 

 

追加情報 

当中間連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適

用しております。 

なお、「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号）に基づ

き、当中間連結会計期間の「貸倒引当金戻入益」及び「償却債権取立益」は「その他経常収益」に計上

しております。 

 

 

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式及び出資金総額（連結される子会社及び子法人等の株式を除く。） 114百万円 

２．貸出金のうち、破綻先債権額は4,191百万円、延滞債権額は48,719百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由によ

り元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒

償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和

40年政令第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が

生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は32百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延して

いる貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は2,815百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、

利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、

破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は55,759百万

円であります。 

なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本

公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき金融取引として処理しております。これによ

り受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有し

ておりますが、その額面金額は6,473百万円であります。 
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７．ローン・パーティシペーションで、平成７年６月１日付日本公認会計士協会会計制度委員会報告

第３号に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、中間連結貸借

対照表計上額は2,000百万円であります。 

８．担保に供している資産は、次のとおりであります。 

 担保に供している資産 

  有価証券       164,047百万円 

 担保資産に対応する債務 

 預金          6,001百万円 

 借用金          9,010百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保等として、有価証券66,857百万円を差し入れております。 

また、その他資産のうち保証金は274百万円であります。 

９．借用金のうち805百万円の担保として、未経過リース期間に係るリース契約債権（「その他資

産」に含まれるリース投資資産とリース投資資産に係る受取利息相当額の合計額）1,129百万円

を供しております。 

10．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受け

た場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを

約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は386,947百万円であります。このうち

原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが371,888百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのも

のが必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ･フローに影響を与える

ものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由

があるときは、当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契

約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応

じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内（社内）手続

に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

11．有形固定資産の減価償却累計額  33,169百万円 

12．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対

する保証債務の額は2,467百万円であります。 

13．銀行法施行規則第17条の５第１項第３号ロに規定する連結自己資本比率(国内基準) 16.58％ 

 

 

（中間連結損益計算書関係） 

１．「その他経常収益」には、貸倒引当金戻入益1,798百万円を含んでおります。 

２．「その他経常費用」には、株式等償却855百万円及び株式等売却損326百万円を含んでおります。 

３．中間包括利益の金額        5,738百万円 
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(金融商品関係) 

金融商品の時価等に関する事項 

平成23年９月30日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであ

ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めており

ません((注２)参照)。 

 
中間連結貸借
対照表計上額
(百万円) 

時 価 
(百万円) 

差 額 
(百万円) 

(1) 現金預け金 78,221 78,221 －

(2) 商品有価証券  

  売買目的有価証券 22 22 －

(3) 有価証券  

  満期保有目的の債券 2,467 2,465 △ 1

  その他有価証券 1,222,635 1,222,635 －

(4) 貸出金 1,440,414  

  未収収益（貸出金利息） 964  

  前受収益（貸出金利息及び保証料） 
  （※１） 

△ 1,574  

   貸倒引当金（※２） △ 22,320  

 1,417,483 1,439,183 21,699

資産計 2,720,829 2,742,527 21,697

(1) 預金 2,391,069  

  未払費用（預金利息） 1,211  

 2,392,280 2,393,348 1,067

(2) 譲渡性預金 199,161  

  未払費用（譲渡性預金利息） 49  

 199,210 199,295 84

負債計 2,591,491 2,592,643 1,152

デリバティブ取引（※３）  

 ヘッジ会計が適用されていないもの (8) (8) －

 ヘッジ会計が適用されているもの 5 5 －

デリバティブ取引計 (3) (3) －

（※１）貸出金の前受利息及び保証業務を行っている連結される子会社及び子法人等の前受保証

料であります。 

（※２）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

（※３）その他資産又はその他負債に計上しているデリバティブ取引を一括して純額表示してお

ります。なお、負債計上額が資産計上額を上回る項目については、（ ）で表示してお

ります。 

（注１）金融商品の時価の算定方法 

資 産 

(1) 現金預け金 

預け金はすべて満期のないものであり、時価は取得原価又は償却原価と近似しているこ

とから、当該価額を時価としております。 

(2) 商品有価証券 

ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、取引所の価格又

は取引金融機関から提示された価格によっております。 
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(3) 有価証券 

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっ

ております。投資信託は、公表されている基準価格によっております。 

非上場事業債券は、発行体の内部格付、期間に基づく区分ごとの見積将来キャッシュ・

フローを、無リスクの利率に信用リスクや経費率等を反映させた利率で割り引いて時価を

算出しております。 

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載

しております。 

(4) 貸出金 

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信

用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は取得原価又は償却原価と近似している

ことから、当該価額を時価としております。 

固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとの見積将来

キャッシュ・フローを、同様の新規貸出を行った場合に想定される利率若しくは無リスク

の利率に信用リスクや経費率等を反映させた利率で割り引いて時価を算出しております。 

なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は取得原価又は償却原価と近似し

ていることから、当該価額を時価としております。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証に

よる回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日にお

ける取得原価又は償却原価から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価

額を時価としております。 

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設け

ていないものについては、返済見込期間及び金利条件等により、時価は取得原価又は償却

原価と近似していることから、当該価額を時価としております。 

負 債 

(1) 預金、及び (2) 譲渡性預金 

要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価

とみなしております。また、定期預金及び譲渡性預金の時価は、期間に基づく区分ごとの

見積将来キャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、

新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間

（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価と

しております。 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引は、通貨関連取引（為替予約）であり、インターバンク、ディーラー

間市場等での気配値により時価を算出しております。 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品

の時価等に関する事項の「資産(3)有価証券」には含まれておりません。 

区 分 
中間連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

① 非上場株式(※１)(※２) 336 

② 組合出資金(※１)(※３) 114 

合 計 451 

（※１）市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示

の対象とはしておりません。 
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（※２）その他有価証券に区分しており、当中間連結会計期間において、１百万円減損処理を

行っております。 

（※３）非連結の子会社及び子法人等に該当する組合への出資金であります。 

 

 

(有価証券関係) 

 中間連結貸借対照表の「有価証券」について記載しております。 

１．満期保有目的の債券（平成23年９月30日現在） 

 種類 
中間連結貸借 
対照表計上額 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

差額 
（百万円） 

時価が中間連結貸借対照表
計上額を超えるもの 社 債 1,521 1,534 13

時価が中間連結貸借対照表
計上額を超えないもの 社 債 946 931 △ 14

合 計 2,467 2,465 △ 1

２．その他有価証券（平成23年９月30日現在） 

 種類 
中間連結貸借 
対照表計上額 
(百万円) 

取得原価 
(百万円) 

差額 
（百万円） 

株 式 23,262 15,524 7,738

債 券 1,133,314 1,109,227 24,087

 国 債 689,375 679,445 9,930

 地方債 184,735 177,791 6,943

 社 債 259,203 251,989 7,213

その他 7,313 5,818 1,494

中間連結貸借対
照表計上額が取
得原価を超える
もの 

小 計 1,163,890 1,130,570 33,320

株 式 23,264 26,972 △ 3,708

債 券 19,429 19,491 △ 61

 国 債 14,972 15,002 △ 29

 地方債 1,768 1,772 △ 4

 社 債 2,687 2,715 △ 28

その他 16,051 19,044 △ 2,993

中間連結貸借対
照表計上額が取
得原価を超えな
いもの 

小 計 58,745 65,508 △ 6,763

合 計 1,222,635 1,196,079 26,556

    (注) 上記には、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式（中間連結貸借対照表

計上額及び取得原価336百万円）を含めておりません。 

３．減損処理を行った有価証券 

有価証券（売買目的有価証券を除く。）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価

に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについ

ては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間

の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。 

当中間連結会計期間における減損処理額は、854百万円（全額が株式）であります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断し、減損処理する基準は以下のとおりであります。 

(1) 中間連結決算日における当該有価証券の時価の取得原価に対する下落率が50％以上の銘柄につ

いては一律減損処理。 
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(2) 下落率が30％以上50％未満の銘柄については、過去１年間の時価水準を勘案したうえで、回復

の可能性がない銘柄について減損処理。 

(3) 下落率が30％未満の銘柄については、発行者の財政状態等を勘案し、必要と認める場合に減損

処理。 

 

 

（金銭の信託関係） 

  該当ありません。 

 

 

（賃貸等不動産関係） 

  該当ありません。 

 

 

（ストック・オプション等関係） 

１．ストック・オプションにかかる当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

  営業経費 32百万円 

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 平成23年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 当行取締役（社外取締役を除く）12 名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数

（注１） 
普通株式 102,200株 

付与日 平成23年７月29日 

権利確定条件 権利確定条件は定めていない。 

対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない。 

権利行使期間 平成23年７月30日～平成53年７月29日 

権利行使価格（注２） １円 

付与日における公正な評価単価（注２） 316円 

    (注) １．株式数に換算して記載しております。 

      ２．１株当たりに換算して記載しております。 

 

 

（１株当たり情報） 

１．１株当たりの純資産額           906円32銭 

２．１株当たり中間純利益金額         19円14銭 

３．潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額  19円13銭 

 


